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消費者行政の司令塔・エンジン役として、

消費者が主役となって、

安心して安全で豊かに暮らすことができる

社会を実現する。

2000年代後半は、我が国において深刻な消費者問題が数多く発生し、我が国の行政の在

り方を見直すきっかけとなる歴史的転換点とも言うべき時期でした。当時、中国製冷凍

餃子事件や、事故米穀の不正規流通問題、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故、

エレベーター事故などの消費者事故、また、相次ぐ食品表示偽装問題や、高齢者等を

狙った悪質商法の横行などの消費者の財産被害など、国民生活の安全、安心を脅かす問

題が次々と明らかになり、大きな社会問題となりました。

こうした背景には、明治以来、我が国の行政が各府省庁縦割りの仕組みの下で、それぞ

れの領域で事業者の保護育成を通した国民経済の発展を図ってきた結果、消費者の保護

が飽くまで産業振興の間接的、派生的テーマとして、しかも縦割りで行われてきたこと

などが挙げられます。

しかし、近年、これらの制度が見直され、規制緩和などの市場重視の施策が推進される

ようになった結果、「安心安全な市場」、「良質な市場」の実現が求められるようにな

りました。その目標に向けて、政府が積極的に取り組むこと、特に、これまでの施策や

行政の在り方を消費者の立場から積極的に見直す行政の「パラダイム（価値規範）転

換」により、消費者が主役となって、安全で安心して豊かに暮らすことができる社会を

実現する行政へと転換する必要が生じました。

こうして、従来の縦割り的体制に対する消費者行政の「一元化」を実現するため、強力

な権限と必要な人員を備えた新組織の創設が検討されました。当時、福田総理以下政府

関係者、国会議員を始め、消費者（団体） 、事業者（団体） 、有識者、弁護士会等、非

常に多くの関係者を巻き込んだ国民的議論を経て、消費者行政の新しい組織に関する関

係法律が2009年6月に成立、公布され、同年9月1日、消費者庁が正式に発足しました。

消費者庁は、設立当時の理念を常に念頭に置きながら、様々な社会経済の変革や、それ

に伴う新たな問題も見据え、政府の中の消費者行政の司令塔・エンジン役として、より

一層、国民の期待に応えていく使命を担っています。

消費者庁の使命
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消費者庁の主な仕事

• 政府全体の消費者政策を計画的・一体的に推進するため、消費者政策に関する基本的な計画を策
定します。策定した計画の検証・評価を毎年行います。

消費者政策の推進に向けて

消費生活の制度・環境づくり

• 消費者契約の取消や条項の無効といったルールや消費者被害を集団で回復することができる制度
等、消費生活に関し消費者利益の擁護・増進を図る基本的な制度・環境づくりを進めます。

自立した消費者の育成と消費者市民社会の実現

• 消費者教育の推進に関する法律に基づき設置した消費者教育推進会議等を活用して、消費者教育
を総合的かつ一体的に推進します。また、食品ロス削減などのエシカル消費の普及啓発に取り組
んでいます。

地方消費者行政の現場を支える

• 消費生活の「現場」を支える地方を支援して、困っている消費者の手助けをします。
• 関係機関等の間で消費生活相談等により得られた情報を共有しながら、高齢消費者等を消費者被

害から守るための地域作りを支援します。

消費者庁とは

消
費
者
庁
と
は

安全な暮らしのために

• 消費者や事業者・行政機関等から、事故情報を一元的に集約し、閲覧・検索できるよう事故情報
データバンクで公開しています。

• 消費者への生命身体被害の発生や拡大を防ぐため、必要な対策をとります。
• 食品安全に関するリスクコミュニケーションや情報発信を促進します。

事故から教訓を得て繰り返さない

• 消費者庁に設置された消費者安全調査委員会により、生命・身体の被害に関する消費者事故の原
因究明を行い、事故の再発を防止し、消費者被害の拡大を食い止めます。

悪質商法などから消費者を守る

• 悪質商法などに対応して、特定商取引法や不当寄附勧誘防止法などの法律を厳正に執行します。
• 消費者安全法に基づき、財産被害に関する情報を一元的に集めて分析し、消費者に対する注意喚

起等を行います。
• 取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売における取引の適正化、消費者の利

益保護を図るため、必要な措置を講じます。
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消
費
者
庁
と
は

より良い商品・サービスを安心して選ぶために

• 偽装表示などに対応して、景品表示法などの法律を厳正に執行します。
• 事業者に適正な表示を促すための法制度づくりを行います。

食品を安心して選ぶために

• 消費者に必要で分かりやすい食品表示制度の運用に努めます。

様々な取組

• 消費者庁新未来創造戦略本部について
• 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進

消費者・事業者との連携・協働に向けて

• 消費者志向経営を推進します。
• 公益通報者保護制度の普及推進に努めます。
• 公共料金等の新規設定・変更に際して、消費者利益を擁護する観点から所管省庁と協議などを行

います。
• 物価動向等を把握し、必要に応じて措置を講じます。

消費生活の動向に関する調査と国際連携

• 消費生活の動向に関する調査や消費者政策などの情報を取りまとめて消費者白書として公表し、
消費者問題や消費者政策に対する消費者の理解促進に努めます。

• グローバル化する消費者問題へ対応するため、国際的な連携を推進しています。
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内閣総理大臣

内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）

内閣府副大臣

内閣府大臣政務官

(審議会等)

消費者安全調査委員会

消費者教育推進会議

消費者庁

次長

審議官(4)

参事官(3)

課名(定員) 主な業務

総務、人事、予算・会計、機構・定員、法令審査、国会連絡、
情報システム、 政策評価、EBPM、防災、広報・報道対応

消費者政策課(42)
(財産被害対策室(12))
(取引デジタルプラット

フォーム消費者保護室(6))
(寄附勧誘対策室(11))

消費者制度課(19)
• 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消
費生活に関する制度の企画・立案、推進（消費者契約法等を
所管、適格消費者団体等の認定・監督）

消費者教育推進課(20)
(食品ロス削減推進室(6))

• 消費者教育の推進
• 消費者教育推進会議の運営サポート
• 消費者に対する普及啓発
• 食品ロス削減の推進

地方協力課(22)
• 地方消費者行政に関する政策の企画・立案、推進
• （独）国民生活センターを所管

消費者安全課(42)
(事故調査室(16))

• 消費者安全法（生命身体分野）、消費生活用製品安全法（重
大製品事故報告）等を所管

• 食品安全基本法（総合調整、リスクコミュニケーション、緊
急時対応等）を所管

• 消費者安全調査委員会の調査の援助

取引対策課(37) • 特定商取引法、預託法等の企画・立案、執行

表示対策課(74)
(食品表示対策室(15))

• 景品表示法、家表法、住宅品確法、消費税転嫁対策特別措置
法を所管

• 食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法
の執行

定員405名
(令和５年4月1日時点)

政策立案総括審議官

総務課(54)
(管理室(9))(広報室(4))

(人事企画室(6))

食品表示企画課(34)

消費者庁長官

消
費
者
庁
と
は

消費者庁の組織

参事官
（調査研究・国際担当）

(24)

• 消費者問題の現状や政策ニーズを把握するための調査を実施
• 消費者政策の実施状況などを取りまとめた消費者白書の作成
• 外国当局との連携推進

新未来創造戦略本部
（徳島県徳島市）

• 消費者行政の総合調整
• 基本的な政策等の企画・立案、推進（消費者基本計画等）
• 消費者安全法（財産事案）の執行
• 取引DPF消費者保護法を所管
• 不当寄附勧誘防止法を所管

参事官
（公益通報・協働担当）

(27)

• 公益通報者保護制度の企画・立案、推進
• 消費者志向経営の推進、事業者との連携
• 物価関係業務（公共料金、国民生活安定緊急措置法等）

• 食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法
の企画・立案等

• 保健機能食品制度の企画・立案等（保健表示室を設置）

公文書監理官＊

＊関係のある他の職を占める者を
もって充てる
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消
費
者
庁
と
は

消

費

者

事

業

者

内 閣 総 理 大 臣

内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）

消費者庁

～消費者行政の司令塔～

○情報を一元的に集約し、調査・分析

○迅速に発信し、注意喚起

○法制度の企画立案

○消費者に身近な諸法律を所管・執行

情報

相談・苦情
消費者
ホットライン
（１８８）

独立行政法人国民生活センター
～中核的な実施機関～

内閣府
消費者委員会

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

業所管省庁

情報

助言・啓発
あっせん

支援

公表・注意喚起

情報

勧告・命令等

補佐等
建議等

監督等
協議・連携等

“情報を
一元的に集約”

消費者行政の基本的枠組み
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消費者行政に関連する組織について

内閣府消費者委員会は、消費者庁と共に2009年9月1日に発足しました。独立した第三者機関として、
各種の消費者問題について自ら調査・審議を行い、内閣総理大臣や関係各大臣等に対して建議等を
行うほか、その諮問に応じて調査審議を行います。

消
費
者
庁
と
は

内閣府 消費者委員会

国民生活センターは、消費者庁が所管する独立行政法人です。国民生活センターは、国や全国の消
費生活センター等と連携し、消費者行政における中核的な機関としての役割を担っています。主な
業務は以下のとおりです。
• 消費生活センター等に対して解決困難な相談の処理方法等をアドバイスするとともに、最寄りの

消費生活センター等につながらなかった消費者からの相談を受け付けています。
• PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）を通じて、全国の消費生活センター等に寄

せられた消費生活相談情報を収集しています。
• 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、相談情報の分析や商品テストを行い、その結果を

消費者への啓発・注意喚起に活用するとともに、行政機関や事業者団体等に要望・情報提供して
います。

• 消費者行政担当職員や消費生活相談員等の能力向上のための研修のほか、消費生活相談員資格
（国家資格）試験及び消費生活専門相談員資格認定試験を実施しています。

• 解決が全国的に重要である消費者紛争について裁判外紛争解決手続（ADR）を実施しています。
• 適格消費者団体に対する情報提供等の支援や、特定適格消費者団体が裁判所に仮差押命令の申立

てを行うための、立担保を実施してします。

独立行政法人 国民生活センター
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消費者基本計画

消費者政策を計画的に進め、消費者の利益の擁護・増進を図るための政府の施策の指針を定めた
「消費者基本計画」を策定しています。この計画では、消費者政策の基本的な方向や、各分野の具
体的な取組、特に重点的に取り組む項目などを取りまとめています。

消費者政策の推進に向けて

消
費
者
政
策
の
推
進
に
向
け
て
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消費者契約法

商品やサービスについての契約を結ぶとき、消費者と事業者の間には情報力や交渉力に格差があり
ます。そうした状況を踏まえて消費者の利益を守るため、2001年に消費者契約法が施行されました。

消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の締結については、消費者が契約を取り消すことが
できます。また、不当な契約条項を含む場合は、その契約条項自体が無効となります。

消費生活の制度・環境づくり

消
費
生
活
の
制
度
・
環
境
づ
く
り

① 消費者契約法における「消費者」と「事業者」

② 例えばこのような規定があります

事業者

●法人その他の団体

●個人事業者

事業として又は事業のために契約
の当事者となる場合

消費者

消費者契約

消費者が事業者とした契約(＝消費者契約)であれば、あらゆる契約が対象です。

●個人

事業者として又は事業のために
契約の当事者となる場合を除く

重要事項について
事実と異なることを告げる

不当な勧誘による
契約の取消し 不当な契約条項の無効 事業者と消費者の努力

事業者の損害賠償責任の全
部を免除する条項は無効

事業者は契約の内容につい
ての必要な情報を提供する、
消費者は契約の内容につい
て理解するよう努める
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2007年から、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為等につ
いて差止請求をすることができるようになりました。

事業者の不当な勧誘行為や契約について、適格消費者団体が差止請求をすることにより、改善が図
られるなどしています。差止請求をされた事業者は、自らの事業活動をチェックし、違法行為が認
められるときは迅速に対応することが望まれます。

消
費
生
活
の
制
度
・
環
境
づ
く
り

消費者団体訴訟制度（差止請求）

2016年から、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、二段階型の訴訟制度により、消
費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができるようになりました。

訴訟を通じて被害回復を図る以外にも、裁判外で申入れを受けた事業者により任意の対応が行われ
るといった動きも見られ、消費者被害の救済に向けて機能を果たしています。

消費者団体訴訟制度（被害回復）

消費者団体訴訟制度（被害回復）のイメージ ※2023年10月から施行される改正を反映したもの

二段階目の手続(誰に、いくら支払うか)
(個別の消費者の債権確定手続)

特定適格消費者団体
共通義務確認の訴えを提訴

【団体】 簡易確定手続開始の申立て

一段階目の手続
(共通義務確認訴訟) 

共通義務に関する審理

・認容判決
・請求認諾棄却判決等

【団体・事業者等】消費者へ通知・公告・公表

【消費者】 団体への授権

【団体】 裁判所へ債権を届出

【事業者等】 債権に対して認否

【裁判所】 簡易確定決定 (決定に異議がある場合)
異議後の訴訟

制度をいかすためには、（特定）適格消費者団体への積極的な被害情報の提供が大切となります。
各団体の情報やその取組み状況は、各団体や消費者庁のウェブサイトで公表しています。

全国の（特定）適格消費者団体

全国の適格消費者団体一覧
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_sys
tem/about_qualified_consumer_organization/list/
全国の特定適格消費者団体一覧
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_sys
tem/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified/

裁判外での
被害回復

・和解

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified/
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消費者教育の推進

消費者教育は、皆さんが、消費生活に関する知識や技能を習得し、それを適切な行動に結び付け、
自立して安全で豊かな消費生活を営めるようにするために行われるものです。そして、消費者教育
は、主体的に、消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できる人を育むものでもあります。

消費者教育を総合的・一体的に推進することを目的として、2012年12月に消費者教育推進法が施行
されました。

この法律に基づき、2013年6月に閣議決定された「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（基
本方針）では、誰もが、どこに住んでいても、学校・家庭・地域・職域など様々な場で、幼児期か
ら高齢期までの生涯を通じて消費者教育を受けることができるように、国や地方公共団体はその機
会を提供することとなっています。なお、基本方針については、その後の消費生活を取り巻く環境
の変化や消費者教育の推進に関する施策の実施の状況を踏まえ、2018年3月及び2023年３月に変更
されています。

消費者教育推進法に基づき設置された「消費者教育推進会議」（第５期：令和３年10月～）では、
社会経済情勢に応じた課題等について議論を行っています。また、担い手を支援するため、消費者
教育で活用できる教材や出前講座を実施している団体情報などを紹介し、消費者教育ポータルサイ
トの充実などに取り組んでいます。

自立した消費者の育成と消費者市民社会の実現

自
立
し
た
消
費
者
の
育
成
と
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現

エシカル消費の普及啓発

［エシカル消費］サステナブルファッションに関する特設ページ
▶ https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/

［消費者教育］消費者教育ポータルサイト
▶ https://www.kportal.caa.go.jp/

他方、消費者市民社会の構築の一環として、消費者庁では、エシカル消費の普及啓発にも取り組ん
でいます。エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人や社会・環境に配慮した消費行
動を指し、突き詰めれば、消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そ
うした課題に取り組む事業者を応援したりしながら消費活動を行うことであるといえます。そして、
SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」に掲げられている、消費者が持続可能な社会の形成に寄
与するという視点に係る具体的な行動例です。

消費者庁では、サステナブルファッション等のエシカル消費の普及啓発として、地方公共団体の取
組の後押しとなるよう、先進的な取組の収集・紹介、啓発パンフレットの作成や特設サイトの充実、
多様な主体との協働による気運の醸成などに取り組んでいます。

https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/
https://www.kportal.caa.go.jp/
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エシカル消費の一環として、食品ロスの削減にも取り組んでいます。食品ロスとは、まだ食べるこ
とができるのに捨てられてしまう食品です。日本の食品ロス量は、年間522万トン（2020年度推計
値）発生しており、このうち約半分は家庭から発生しています。

日本人一人当たりに換算すると、年間約41kg、
毎日おにぎり１個分（約113g）の食べ物を捨て
ている計算になります。

家庭での食品ロスの主な理由として、
①食べきれなかった
②傷ませてしまった
③賞味・消費期限が切れていた
が挙げられます。

消費者庁では、日々の食事で必要な分だけ買う・作る、食べきれる工夫や飲食店での食べきり運動
の促進、地方公共団体、民間企業や学生の皆さんによる様々な事例紹介などを通して、食べ物を無
駄にしないよう食品ロス削減の取組を推進しています。

また、各地域のライフスタイル、風習、産業など地域特性に応じた食品ロス削減の推進に向け、各
地域で活躍していただける人材を育成する「食品ロス削減推進サポーター」制度を推進しています。
本制度を推進していくため、消費者庁では、各サポーターの共通認識や活動の指針となるよう、食
品ロス問題、食品ロス削減のコツ、事例紹介等を網羅的に掲載した教材「食品ロス削減ガイドブッ
ク」を作成しています。

［食品ロス削減］食べもののムダをなくそうプロジェクト
▶ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

食品ロス削減ガイドブック
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pa

mphlet/assets/2022_guide_book_7mb_230201_01.pdf

2017年度に消費者庁が行った事業では、
家庭で食品ロス量を計ることで、食品ロ
スを削減できることが分かりました。

食品ロスの削減に向けた取組

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2022_guide_book_7mb_230201_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2022_guide_book_7mb_230201_01.pdf
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消費者行政の最前線を支援

消費者からの相談を受け付けているのが、都道府県や市区町村に置かれている「消費生活セン
ター」です。

全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は、１年間に約85.2万件（2021年）でした。消費
生活センターは、消費者からの相談に対して、相談者に情報提供や助言を行ったり、相談者と事業
者との間に入り、解決に向けて対応に当たるあっせんを行ったりするなど、消費者行政の最前線と
して活動しています。消費者庁は、消費者がどこに住んでいても質の高い相談救済が受けられるよ
うに各市町村や都道府県の消費生活センター等の体制整備、地域における消費者問題への取組のほ
か、新たに生じた消費者問題に対して適切に対応できるよう各地での取組を地方消費者行政強化交
付金等によって支援しています。

困ったときの最初の一歩【消費者ホットライン１８８】

消費生活の問題で困っているのに、どこに相談したらいいか分からない。そうしたことで消費者が
泣き寝入りすることのないよう、消費者庁では、全国共通の電話番号から身近な消費生活センター
等を御案内します。消費者庁では、消費生活の問題をどこに相談してよいか分からない方のために、
消費者ホットライン１８８（いやや）の利用を呼び掛けています。

消費者トラブルに遭いやすい方々の被害を効果的に防止するためには、それぞれの方が置かれてい
る状況に応じた、身近な地域での「見守り」が重要です。

特に認知症等の高齢者や障がい者の消費者トラブルの未然防止や被害の拡大防止には、周囲の気付
きが不可欠であり、家族のみならず、地域の様々な主体が協力して、地域での見守りを強化してい
くことが必要です。

消費者安全法には、地域で高齢者等を見守るための「消費者安全確保地域協議会（見守りネット
ワーク）」を設置できることが規定されています。これにより、地域で発見された消費者被害の端
緒情報を、消費生活センターへの相談につなげることが期待されており、消費者庁では、地方公共
団体へ向けた事例集等を公表するなど、消費者安全確保地域協議会の設置促進を図り、消費者被害
の防止に努めています。

さらに、消費者安全確保地域協議会設置に取り組む地方公共団体に対し、地方消費者行政強化交付
金等による支援を行っています。

地方消費者行政の現場を支える

地
方
消
費
者
行
政
の
現
場
を
支
え
る

高齢者等の消費者被害の防止
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事故情報の集約から注意喚起まで

安全な暮らしのために

安
全
な
暮
ら
し
の
た
め
に

事故情報の集約・分析・公表

消費者庁では、消費者庁発足と同時に施行された「消費者安全法」に基づいて、関係行政機関等か
らの消費者事故等の通知を受けて事故情報を集約し、定期的に公表しています。また、これらの情
報を集約・分析して取りまとめた結果を公表し、地方公共団体等に提供するとともに国会や消費者
委員会へ報告しています。

さらに、「消費生活用製品安全法」に基づいて事業者から重大製品事故の報告を受けて事故情報を
集約し、定期的に公表しています。

消費者の生命・身体に係る事故発生

事故情報の
相談・通報等

関係省庁・地方公共団体等

消費者安全法に基づく通知

消費生活相談窓口
[国民生活センター]
[消費生活センター]

消費者事故等の通知

PIO-NET情報
[全国消費生活情報ネットワークシステム]

消費生活用製品安全法
に基づく報告

重大製品
事故の報告
(消費生活用製品※)

事業者

個別法によらない任意の情報提供

事故情報データ
バンク参画機関

(関係省庁、
独立行政法人等)

医療機関
ネットワーク
参画機関

事故情報の
提供

事故情報の
提供

事故情報の
通知・報告等

※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供さ
れる製品をいう。
（他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象と
なっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く。）

消費者庁(事故情報を一元的に集約)

注
意
喚
起
等

処
分
・
指
導
等

措置要求等

処分・指導等

各省庁

事業者消費者
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消費者安全法に基づく生命・身体被害への対応

消費者被害の発生・拡大を防止するため、消費者に必要な情報を迅速に公表し、注意喚起すること
が必要です。消費者庁が収集した事故情報のうち、被害の重篤性や拡大性が予想される事案につい
ては、未然防止・再発防止を図るため、消費者への注意喚起を行っています。また、消費者事故等
の発生又は拡大を防止するためには、関係府省庁を含む行政全体で被害防止のための取組を行うこ
とも重要です。

消費者庁は、関係府省庁や地方公共団体等の関係機関との間で情報交換や協議を行い、互いに連携
して被害の発生や拡大の防止に努めているほか、必要に応じて、関係府省庁へ所管の法律に基づく
措置の実施を求めることができるようになっています（措置要求）。

また、他の法律で対応できない場合（いわゆるすき間事案）については、消費者庁が事業者に対し
て直接措置を講じることができるようになっています。

医療機関ネットワーク

医療機関ネットワーク事業は、消費生活において、生命・身体に被害を生ずる事故に遭い、医療機
関を受診した患者の事故情報を収集し、同種・類似事故の再発防止に活かしていく取組を着実に推
進することを目的に、消費者庁と独立行政法人国民生活センターとの共同事業として2010年12月か
ら実施しています。2023年3月末時点で、30の医療機関がこの事業に参画しています。参画医療機
関から得られた情報は、消費者への注意喚起等に活用しています。

事故情報データバンクシステム

「事故情報データバンクシステム」は、消費者安全法に基づく通知、消費生活用製品安全法に基づ
く報告、関係府省庁等から提供される消費者事故に関する情報を一元的に集約し、活用するための
システムとして、独立行政法人国民生活センターと連携して2010年4月から運用しています。

2023年3月末時点で約34万件の事故情報が蓄積されており、検索・閲覧が可能です。

事故情報データバンクシステム
▶ https://www.jikojoho.caa.go.jp/

安
全
な
暮
ら
し
の
た
め
に

子ども安全メールfrom消費者庁・「消費者庁 子どもを事故から守る！」
Twitter

子どもの事故予防に関する豆知識や注意喚起の情報などを、メール配信サービスやツイッターなど
により、随時情報発信をしています。

子どもを不慮の事故から守るために、是非御活用ください。

子ども安全メール、Twitterのご紹介
▶ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/

https://www.jikojoho.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/
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消費者庁では、関係府省庁が法令等に基づき収集
し公表している消費者向け商品のリコール情報や、
消費者庁が事業者から連絡を受けた自主回収や注
意喚起等の情報を、一元的に集約し消費者へ分か
りやすく提供する「消費者庁リコール情報サイ
ト」を、2012年4月から運用しています。

同サイトでは、掲載情報を速やかに消費者に伝え
るために新着リコール情報をメールで配信する
サービス（メールマガジン）も行っています。本
サービスは、高齢者向け商品や子ども向け商品
（食品のアレルギー物質表示欠落に関する情報を
含む）に限定したリコール情報の配信にも対応し
ています。

商品によっては特有の注意事項等もあるため、
「参照情報」から関係行政機関等のサイトを確認
するとともに、詳細については事業者に問い合わ
せることも必要です。

また、食品衛生法及び食品表示法の一部改正（令
和３年６月１日施行）に伴い、食品表示リコール
情報サイト（食品衛生申請等システム）の運用が
開始されました。「食品表示リコール情報及び違
反情報サイト」から、事業者から自主回収の届出
がなされた食品等の公表情報を確認することがで
きます。

リコール情報サイト
▶ https://www.recall.caa.go.jp/
メール配信サービスの登録
▶ https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php
食品表示リコール情報及び違反情報サイト
▶ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/food_labeling_recall/

リコール情報の集約・提供

食品安全に関する司令塔機能と消費者理解の増進

我が国においては、どのくらい食べても安全かを調べて決めるリスク評価（食品安全委員会が担
当）と、食べても安全なようにルールを決めて監視するリスク管理（厚生労働省、農林水産省など
が担当）が連携して食品の安全を確保しています。

消費者庁は、これらの関係府省庁とともに、健康食品や、食品中の放射性物質、食中毒の予防など
をテーマとし、消費者、事業者など様々な関係者の間で、情報の共有や意見の交換（リスクコミュ
ニケーション）を行っています。

消費者庁では、ウェブサイトにより食品安全に関する正確な情報を提供するとともに、冊子「健康
食品Q&A」や「食品と放射能Q&A」を作成・提供しています。また、消費者庁TwitterやFacebook
において、季節に応じた食中毒予防のポイントなどを発信していますので、是非ご活用ください。

このほか、住民が消費する食品の放射性物質を自ら検査し、安全を確かめられるよう、独立行政法
人国民生活センターと共同で地方公共団体へ放射性物質検査機器の貸出しを行っています。

https://www.recall.caa.go.jp/
https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/food_labeling_recall/
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• 消費者安全調査委員会は、事故から教訓を得て、事故の予防・再発防止のための知見を得ること
を目的に2012年10月に有識者による審議会として設立されました。「誰が悪い」ではなく「な
ぜ事故が起きたのか」「どうすれば同じような事故が防げるのか」を消費者の視点に立って調査
し、再発防止策を関係行政機関に意見しています。

• また、意見をして終わりではなく、事故の発生の状況などを踏まえ、状況に応じた適切な時期に
意見先の関係行政機関からヒアリングを行い、取組状況を把握することとしています。

消費者安全調査委員会

事故から教訓を得て繰り返さない

事
故
か
ら
教
訓
を
得
て
繰
り
返
さ
な
い

これまでに取り扱った案件の例

（ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故）

【事故等原因】
マグネットセットの磁石を誤飲すると死亡に至る危険性があり、子どものマグネットセットの磁
石の誤飲を防止することは困難であるにもかかわらず、マグネットセットの製造、販売及び輸入
等を規制する法令が日本にないこと。

【調査委員会の意見】
• 経済産業大臣への意見
① マグネットセットが子どもの手に渡らないよう法規制の検討を行うこと。
② インターネットモール事業者に協力を求めること。

• 消費者庁長官への意見
① 医療機関及び医師からの事故情報の収集体制の強化に努めること。
② マグネットセットを含む磁石製品の誤飲の危険性について、関係省庁とも連携し、消費者に

周知すること。

【意見後の動き】
以下のように、関係省庁において再発防止に向けた取組が着実に実施されています。
（2023年4月1日時点）

【マグネットセットとは】
• 強力なネオジム磁石にメッキ処理を施し、数十個以上の磁石を１

セットにして、 「パズル」、「おもちゃ」及び「玩具」等をう
たって販売されている製品（左写真）。

• 各磁石は、小さいものでは３㎜～５㎜程で、球状のマグネット
ボールと立方体のマグネットキューブがある。

• 今回の調査対象は、子ども向けに販売されているマグネットセッ
ト。

【子どもの誤飲事故】
• 複数個の磁石を誤飲すると消化管を挟んで磁石が引き合い、圧力

がかかった部分に血が通わず、壊死して穴があく。
• 腸の捻転や通過障害が発生し、広範囲の腸閉塞等を生じて、放置

すれば死の危険も(海外では死亡事例あり）。

経済産業省 2022年6月に主要ネットモール事業者に対する協力要請

磁石製娯楽用品の特定製品への指定等を定めた消費生活用製品安全法施行令の一部を
改正することを検討

消費者庁 医療機関ネットワーク参画病院に対し、マグネットセットによる子どもの誤飲事
故の情報提供を呼びかけ
小児科学会を通じ、医師に対して情報提供を依頼
注意喚起公表を実施
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特定商取引法の対象となる取引類型

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的
とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対
象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

悪質商法などから消費者を守る

悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る

事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権
利の販売又は役務の提供を行う契約をする取
引のこと。 キャッチセールス、アポイントメ
ントセールスを含みます。

訪問販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広
告し、郵便、電話等の通信手段により申込み
を受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該
当するものを除きます。

通信販売

事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける
取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が
郵便や電話等によって申込みを行う場合にも
該当します。

電話勧誘販売

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に
次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組
織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引
のこと。

連鎖販売取引
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悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る

長期・継続的な役務の提供と、これに対する
高額の対価を約する取引のこと。 現在、エス
テティックサロン、語学教室など７つの役務
が対象とされています。

特定継続的役務提供

「仕事を提供するので収入が得られる」とい
う口実で消費者を誘引し、仕事に必要である
として、商品等を売って金銭負担を負わせる
取引のこと。

業務提供誘引販売取引

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の
購入を行う取引のこと。

訪問購入



20

特定商取引法の概要

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性
に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務
停止命令・業務禁止命令の行政処分、又は罰則の対象となります。

○氏名等の明示の義務付け
事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務
付けています。

○不当な勧誘行為の禁止
価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消
費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

○広告規制
事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁
止しています。

○書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る

行政規制

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を
強化するため、消費者による契約の解除（クーリング・オフ）、取消しなどを認め、また、事業者
による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

○クーリング・オフ
特定商取引法は、｢クーリング・オフ｣を認めています。クーリング・オフとは、申込み又は契約
の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することで
す。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては８日間、連鎖販売引・

業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定は
ありません。

○意思表示の取消し
事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。

○損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

民事ルール
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消費者安全法に基づく財産被害への対応

消費者庁では、消費者安全法に基づき、行政機関や地方自治体から財産被害に関する情報を一元的
に集めるとともに、それらを分析しています。

分析した情報に基づき、消費者に対する注意喚起を行うほか、他の法令に基づく措置を採ることが
できない、いわゆるすき間事案の場合には、事業者に対して不当な取引を取りやめるよう勧告する
などの措置を行って、消費者被害の発生や拡大の防止を図っています。

取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく消費者被害への対応

消費者庁では、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づき、取引デジタルプラット
フォームにおける消費者被害に関する申出を受け付けています。これらの申出情報等に基づき、取
引デジタルプラットフォーム提供者に対する危険商品等の出品削除等の要請を行う等して、消費者
の利益の保護を図っています。

また、関係行政機関「官」と取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする事業者団体、消
費者団体等「民」により構成される官民協議会を組織し、取引デジタルプラットフォームを取り巻
く問題について意見交換を行っております。

悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る
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生活が苦しい…

寄附を勧誘する側の規制

悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る

不当寄附勧誘防止法

いわゆる霊感商法への対応の強化を求める社会的な要請を受け、社会的に許容しがたい悪質な寄附の
勧誘行為を規制するため、2023年に不当寄附勧誘防止法が一部規定を除き、施行されました。

（2023年4月1日現在）

法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、法人等の配慮義務や寄附者の取消権を定めるほ
か、寄附勧誘に関する規制に違反した場合の行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附
の勧誘を受ける者の保護を図ります。

寄附の勧誘を行うにあたって、以下の点に十分に配慮しなければなりま
せん。
① 自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥るこ

とがないようにする。
② 寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないよ

うにする。
③ 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させる

おそれがないようにする。

配慮義務

寄附の勧誘に際し、以下の不当な勧誘行為で寄附者を困惑さ
せてはいけません。
① 不退去
② 退去妨害
③ 勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行
④ 威迫する言動を交え相談の連絡を妨害
⑤ 恋愛感情等に常時関係の破綻を告知
⑥ 霊感等による知見を用いた告知
（③及び④については2023年6月1日施行）

禁止規定

借り入れにより、又は現に居住している不動産若しくは生活
の維持に欠くことのできない事業用の資産で事業の継続に欠
くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調
達することを要求してはいけません。

寄附をすれば悪霊が去り病状
が良くなります

借りれば
もっと寄
附ができ
るじゃな
いですか

上記の寄附の勧誘に関する規制に違反した場合には、行政上の措置や罰則の対象となる可能性があり
ます。

違反に対する行政措置・罰則
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悪
質
商
法
な
ど
か
ら
消
費
者
を
守
る

不当な勧誘により寄附した方や家族の救済

前ページの不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消しができます。

また、扶養義務等に係る定期金債権（婚姻費用、養育費等）を有している家族は、寄附者本人の寄
附の取消権等について、将来債権を保全するために債権者代位権を行使することができます。

国は、不当な勧誘による寄附者やその家族が上記の権利を適切に行使して被害回復等を図ることが
できるよう、法テラスと関係機関等の連携を図り、利用しやすい相談体制の整備に努めます。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
▶ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/ 

寄附者等に対する支援等



24

こんな表示はNO!

景品表示法―公正（フェア）な表示のルール

品質や価格の表示は、商品やサービスを選ぶときの大切な手掛かりです。

うその表示や誤解を招く表現があると、実際には質が良くなかったり、割高な商品やサービスを買
わされてしまうおそれがあります。このような不当な表示を禁止している法律が「景品表示法」で
す。消費者庁は、この法律にのっとって、安心して買い物ができる環境づくりに努めています。

例えば、折り込みチラシ
に「天然ダイヤを使用」
と記載されていたが、実
際に使われているのはす
べて人造ダイヤだった。

実際より優良と
誤認される例

例えば、店頭ポスターに
「外貨預金 今なら
○○％」と表示してあっ
たが、実質的な受取額は
表示の１／３以下だった。

取引条件が有利だと
誤認される例

例えば、洋服のタグに
「イギリス製」と表示し
てあったが、実はイギリ
ス以外の国で製造された
ものであった。

その他誤認される
おそれのある例

より良い商品・サービスを安心して選ぶために

よ
り
良
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

景品にもルールがあります。

あまりにも過剰なおまけや付加サービスで各企業が販売を競う
ようになると、質が良くなかったり、割高な商品やサービスを
買わされてしまうおそれがあります。このため「景品表示法」
では、過大な景品類の提供を禁止しています。企業が商品や
サービスそのものの品質・価格で競うようになり、消費者が商
品やサービスを正しく選ぶことができる環境づくりに努めてい
ます。
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公正競争規約

公正競争規約は、事業者又は事業者団体が公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて設定す
る表示や景品についての自主ルールです。この規約に従って、企業が商品パッケージや店頭に「公
正マーク」などを付けている場合もあります。これらのマークは安心できる買い物の目印です。

【公正マークの例】

家庭用品品質表示法

私たちの日常生活においては、様々な家庭用品が使われています。

このような家庭用品を消費者が購入したり使用したりする際、その品質を正しく理解するために、
成分、性能、取扱方法などの表示を求めている法律が「家庭用品品質表示法」です。消費者庁は、
この法律にのっとって、消費者が家庭用品を適切に選択・使用できる環境づくりに努めています。

【家庭用品品質表示法に基づく表示の例】

よ
り
良
い
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

繊維製品の表示 特別注意事項の表示
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食品表示法

食品表示は、消費者基本法において消費者の権利として位置付けられている消費者の安全の確保や
消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保などを図る上で、重要な役割を果たすものです。

2015年４月１日から食品表示法が施行され、これまで食品表示について一般的なルールを定めてい
た食品衛生法、JAS法、健康増進法の３法の食品の表示に関する規定が統合されたことにより、食品
の表示に関する包括的かつ一元的な制度が創設されました。

食品表示一元化のイメージ

食品を安心して選ぶために

食
品
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

[JAS法、食品衛生法及び健康増進法の関係]

食品表示法

原材料名
内容量
原産地

など

名称
賞味期限
保存方法
遺伝子組換え
製造者名等

など

栄養表示
特別用途表示

など

アレルギー
添加物

など
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栄養や保健機能に関する食品表示の制度

食
品
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

栄養成分表示

熱量（エネルギー）、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の含有量の表示が義務付けら
れています。

栄養成分表示

１杯（２０g） 当たり

77kcal
2ｇ
1ｇ

15ｇ
0.1ｇ

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

栄養や保健機能に関する食品表示の制度のイメージ
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食
品
を
安
心
し
て
選
ぶ
た
め
に

「おなかの調子を整える」等の特定の保健の目的が期待できる旨が表示できる食品です。特定保健
用食品として販売するには、その効果や安全性について国の審査を経た上で消費者庁長官の許可を
受けなければなりません。

特別用途食品

乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特
別の用途についての表示が許可されている食品です。その表示をして食品を販売するには、消費者庁
長官の許可を受けなければなりません。

特定保健用食品

保健機能食品

保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた
安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異な
り、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）が不足しがちな場合、その補給・補完のために
利用できる食品です。食品表示基準に規定された基準を満たすことで、特に届出などをしなくても、
国が定めた表現によって特定の栄養成分の機能を表示することができます。

機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を企業等の責任で、科学的根拠に基づき
表示することができる食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長
官へ届け出ることが必要です。

栄養機能食品

機能性表示食品
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的確な消費者政策を企画立案するには、消費者を取り巻く環
境と、意識や行動の変化について、調査・分析を行うことが
不可欠です。

消費者庁は、毎年１回、こうした調査・分析の成果と、消費
者政策の進捗の報告を取りまとめて、消費者白書として公表
しています。

令和４年版の消費者白書では、「変わる若者の消費と持続可
能な社会に向けた取組」を特集テーマに、
• 消費に関する若者の意識や行動
• 若者に多い消費者トラブルや、その未然防止に向けた行

政の対応
• 持続可能な社会の実現に向けた若者や行政の取組

などを取り上げました。

消費生活の動向に関する調査と国際連携

消
費
生
活
の
動
向
に
関
す
る
調
査
と
国
際
連
携

消費生活の動向に関する調査

消費者白書
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/

消費者意識基本調査
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/surve
y_002/

消費者問題の現状や求められる政策ニーズを把握し、消費者政策の企画立案にいかすことを目的と
して、年１回「消費者意識基本調査」を実施しています。若年層から高齢層までの合計１万人を対
象に、日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を調査しています。

＜過去の特集のテーマ＞
• 令和４年版 変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組 ～18歳から大人の新しい時代へ～
• 令和３年版 「新しい生活様式」における消費行動 ～「消費判断のよりどころ」の変化～
• 令和２年版 つくる責任、つかう責任、減らす責任 ～食ロス削減―持続可能な社会のために～

消費者白書

消費者意識基本調査

消費生活意識調査

その時々のテーマについて消費者の意識や消費者トラブルの状況等を把握するため、「消費生活意
識調査」を随時実施しています。若年層から高齢層までの合計5,000人を対象に、消費者の意識や行
動、消費者政策の認知度等を調査しています。

消費生活意識調査
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/surve
y_003/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/
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国際的な取組

消費者問題は国内だけの問題ではなく、デジタル時代において、世界共通の課題であることも少な
くありません。

例えば、
• オンラインによる越境取引が増加する中、消費者トラブルが発生した場合に、解決が難しいとい

う問題も発生しています。
• オンライン事業者によるウェブサイトやアプリ設計等により、消費者自身にとって不利ないし意

図せざる決定をさせる「ダーク・パターン」と呼ばれる手法は、海外でも国内でも問題になって
います。

• 外国製品に安全上の問題があることが明らかになった場合、日本の消費者も早急に知る必要があ
ります。

次々と現れる新しい消費者問題を迅速に把握して的確に対処するとともに、国境を越える消費者問
題を防止・解決するには、外国当局との協力や連携が不可欠です。

このため、消費者庁は、OECD消費者政策委員会（OECD CCP）や消費者保護及び執行のための国際
ネットワーク（ICPEN）などの国際会議への参加を通じ、外国当局との意見交換を行っています。

The OECD Committee on Consumer Policy (CCP)
▶https://www.oecd.org/sti/consumer/

ICPEN
▶https://icpen.org/

ICPEN econsumer.gov
▶https://www.econsumer.gov/ja/FileAComplaint#crnt

【OECD CCP】
消費者政策に関する情報共有や加盟国間の協力の推進などを目的に1969年に設置され、約40か国が
参加しています。

国際共同研究として、2022年10月に「ダーク・パターン」の報告書を公表し、実証実験に向けた議
論を続けているほか、2023年からは、新たにグリーン・トランジションにおける消費者の積極的参
画に関するプロジェクトが始まります。

【ICPEN】
国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者
保護関係機関が参加しています。

例えば、「econsumer.gov」プロジェクトでは、9か国語に翻訳したウェブサイトを通じて、世界
中の消費者から寄せられた国境を越える詐欺に関する情報を収集・分析して、消費者への啓発を行っ
ているほか、各国の対策にも活用されています。

国際連携の推進

https://www.oecd.org/sti/consumer/
https://icpen.org/
https://www.econsumer.gov/ja/FileAComplaint#crnt
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持続可能な社会の実現に向けた社会的課題を解決するには、従来から実施している事業者に
対する規制や消費者に対する支援に加えて、消費者と事業者とが共通の目標の実現に向けて
協力して取り組むこと(協働による取組)を促す必要があります。

定義

消費者

共創・協働

消費者庁では、「消費者」と「共創・協働」して「社会価値」を向上させる経営である消費者志向経営を推進してい
ます。具体的には、事業者団体や消費者団体と共に「消費者志向経営推進組織」というプラットフォームを形成し、
「消費者志向経営優良事例表彰」や「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」等の推進活動を行っています。

消費者志向経営の概念

定義

消費者
事業者が提供する商品・サービスを現在、若しくは将来利用又は、関与する可能性のある主体

※消費者の多様化の結果、捉えられる消費者の例： 高齢者、外国人、障がい者、地域住民、エンドユーザー、従業員等

共創・協働
事業者が消費者との双方向コミュニケーションにより、消費者がわくわくする商品・サービス・体験
を共有し、消費者とのWIN-WINの関係になること

社会価値
事業者が本業を通して、地域や社会の課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性の向上を

目指すことから生み出されるもの

○みんなの声を聴き、かついかすこと

活動 ○未来・次世代のために取り組むこと

○法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化をすること

目標

「消費者」と「共創・協働」して「社会価値」を向上させる経営

消費者志向経営自主宣言・フォローアップ活動の仕組み

事業者

宣言
• 各事業者が取り組むことを自主的に宣言・公表
（理念・方針、具体的な実績・計画等）

行動 • 宣言・公表した内容に基づき、取組を実施

結果
• 実施した取組の具体的内容・結果を公表
（フォローアップ）

可視化（見える化）

• 公表された内容を消費者、社会へ広く発信
（推進組織のウェブサイト等）

• シンポジウム・セミナー等を通じた周知活動

• 優良事例の表彰
（消費者志向経営優良事例表彰）

など

推進組織

消費者志向経営の普及を目指して

持続可能な社会に貢献する
第４期消費者基本計画より（令和２年３月閣議決定）
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公共料金政策

非常時における生活関連物資等の価格安定への対応

災害等の非常時においては、生活関連物資等の価格の高騰や買占め及び売惜しみが生じないよう、
関係省庁と連携しながら生活関連物資等の販売状況や物価動向等の把握等を行っています。

最近の物価問題に関する関係閣僚会議の開催実績

開催日 案 件

東京都特別区・武三地区タクシーの運賃改定

便乗値上げ情報 消費者受付ウェブ窓口の設置

便乗値上げと疑われる情報を早期に把握するため、「便乗値上げ情報 消費者受付ウェブ窓口」を
設置しています。

便乗値上げ情報 消費者受付ウェブ窓口
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/pric
e_gouge/

公共料金等の新規設定・変更に際して、消費者利益を擁護する観点から所管省庁と協議を行っていま
す。特に、重要な公共料金等の新規設定・変更に際しては、物価問題に関する関係閣僚会議に付議し
ています。

令和元年 ６月28日 消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定

令和元年 ８月30日 消費税率の引上げに伴う公共交通運賃(※)の改定及びJR北海道の運賃改定

※鉄 道 ： JR旅客会社、民鉄大手15社、東京地下鉄、大阪市高速電気軌道及び5大都市の公営地下鉄の運賃
バ ス ： 東京大手民営バス9社、大阪シティバス及び5大都市の公営バスの運賃
タクシー ： 東京都特別区・武三地区に係るタクシーの運賃

消費者の安全を損なうような不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報で明らかになる場合も少
なくありません。通報した労働者等が、通報したことを理由に解雇や降格等の不利益な取扱いを受
けないよう保護するとともに、公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めることで、
消費者の安全や利益に関わる法令が守られるようにするのが公益通報者保護制度です。

法律改正により、令和４年６月１日から、事業者には内部公益通報対応体制の整備等が義務付けら
れたところ、消費者庁では、内部通報対応体制整備に関する指針やその解説を公表しています。

また、消費者庁では、公益通報者保護制度について分かりやすく解説したハンドブック等を作成し、
公表しているほか、公益通報者保護制度についての御相談を受け付ける窓口として「公益通報者保
護制度相談ダイヤル（一元的相談窓口）」を設置しています。

各種資料については、「公益通報者保護制度ウェブサイト」に掲載していますので御参照ください。

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度相談ダイヤル（一元的相談窓口）
電話 03-3507-9262(平日9:30～12:30、13:30～17:30 ※土日祝日及び年末年始を除く）

公益通報者保護制度
▶https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_prot
ection_system/

令和３年 ６月29日 NTT東西のプライスキャップ設定

令和４年 10月７日

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/price_gouge/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/price_gouge/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/
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消費者庁新未来創造戦略本部について

2017年７月、消費者庁は、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発
展・創造の拠点として、徳島県に消費者行政新未来創造オフィス（以下「オフィス」という。）を
設置し、徳島県等を実証フィールドとした分析・研究プロジェクト等を実施してきました。

そして、2020年７月30日、オフィスにおいて実施してきた約３年間の取組の成果を踏まえ、消費者
行政の発展・創造のためにふさわしい機能と規模を備えた新たな恒常的拠点として、新未来創造戦
略本部を開設しました。

新未来創造戦略本部は、オフィスの成果を踏まえて機能を充実し、
• 全国展開を見据えたモデルプロジェクトの拠点として、実証フィールドを活用して先駆的な取組

の試行や施策効果の検証を実施し、その成果を全国での施策の展開に役立てています。

• 消費者政策の研究拠点として、デジタル化等の消費者を取り巻く環境の変化や高齢化の進展等に
よるぜい弱な消費者の増加といった新たな政策課題へ対応を進めています。

• 2019年９月に徳島で開催したG20消費者政策国際会合を受け、新たな国際業務の拠点として、
国際シンポジウムの開催等の国際交流も行っています。

• さらに、首都圏における大規模災害発生時の消費者庁のバックアップ機能を担うとともに、引き
続き、消費者庁の働き方改革の拠点としても位置付けられています。

様々な取組

様
々
な
取
組

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進と消費者政策
▶https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/sdgs/

新未来創造戦略本部
▶https://www.caa.go.jp/policies/future/

2015年9月に国連の持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は、経
済・社会・環境をめぐる広範な課題について、全ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さな
い」社会の実現を目指す2030年までの17の国際目標です。

日本では、内閣総理大臣を本部長とするSDGs推進本部を設置するとともに、 SDGsの達成に向けた
取組方針と具体的施策について、実施指針を策定しています。

消費者庁は、この国際目標の達成に寄与するため、安全・安心で豊かに暮らすことができる社会を
実現するという使命の下、消費者基本計画に基づき、様々な施策を推進しています。

特に、以下6つの取組
1）エシカル消費普及・啓発活動
2）子どもの事故防止
3）食品ロスの削減
4）消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の推進活動
5）消費者志向経営の推進
6）公益通報者保護制度

については、2023年3月に、 SDGs推進本部において決定された「アクションプラン2023」に位置
付けられています。

https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/sdgs/
https://www.caa.go.jp/policies/future/


〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館
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